覚書

（以下「甲」という。）と
地方独立行政法人　岐阜県総合医療センター（以下「乙」という。）は、以下のとおり取り決め、覚書を締結する。

第１条　甲は、乙に対して実習指導業務を委託する場合には、乙が平成29年４月３日
付けで施行した地方独立行政法人岐阜県総合医療センター　実習生受入れ要綱（以
下、「本要綱」という。）に定める事項を遵守するものとする。
２　甲は、本覚書の締結にあたり、乙から本要綱の交付を受け、その内容に異議が無
いことを表明する。
第２条　個別契約書等と本要綱との間に矛盾する規定又は抵触する規定がある場合に
は、本要綱が優先するものとする。
　以上本覚書の締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。

　　　　年　　月　　日
甲　　住所　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　      氏名　　 
乙　　住所　　岐阜県岐阜市野一色４丁目６番１号
　　　　　　　　　　　　　　        地方独立行政法人　岐阜県総合医療センター
　　      　 氏名　　理事長　　桑原　尚志
